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平成２６年(2014 年)６月１９日 
子ども・子育て支援審議会資料 

こども部こども育成室保育幼稚園課 

 

子ども・子育て支援新制度に伴う教育・保育施設の利用者負担（保育料）について（案） 

 
１ 趣旨 

  平成２７年４月から開始される子ども・子育て支援新制度（以下、新制度）では、質

の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供を目指していくこととなります。そのよ

うな中、新制度の対象となる教育・保育施設での保育料については、保護者の所得に応

じた応能負担とし、国が定める水準を限度として市町村が定めることとされています。

そのため、新制度による本市における教育・保育施設での保育料についてのあり方や方

針について定めていくものです。 

 

２ 新制度による教育・保育施設の保育料の考え方について 

⑴ 教育施設（幼稚園）利用者（１号認定）について 

ア 新制度に参加する私立幼稚園（以下、私立幼稚園）の保育料については、これま

で施設ごとに定めていたが、国が定める徴収基準額表を限度として市町村が定める

こととされた。 

イ 公立幼稚園についても、新制度に入ることが基本とされており、使用料から応能

負担による保育料へ変更することとする。 

ウ 公立・私立幼稚園とも、現行の実質負担額（補助金等による負担軽減後の額）の

水準を考慮したうえで、共通の保育料を設定する。 

エ 階層区分を国基準よりさらに細分化し、なだらかな応能負担としたうえで、低所

得者に対する配慮や多子減額などを保育所保育料と同様に実施する。 

オ 公立幼稚園に現在在園し、平成２７年４月に進級する児童については、入園後に

保育料が２倍以上となる場合もあることから、経過措置を検討する。 

⑵ 保育施設（保育所・地域型給付施設）利用者（２号認定、３号認定）について 

ア 保育所の保育料については、現制度の負担水準を原則として維持し、徴収総額が

国の徴収基準額の概ね７０％となるよう、保育料を設定する。 

イ 新制度では、保育の利用について、保育標準時間（１１時間）と保育短時間（８

時間）に区分されることとなることから、国基準に基づき、保育短時間の保育料は

保育標準時間の保育料の約９８．３％とする。 

 

３ 今後の予定について 

⑴ 条例等の整備 

ア 平成２６年９月定例会において、新制度に関連する条例（案）の提案等 

イ 教育・保育施設の保育料については、規則で定めることとし、条例（案）にあわ

せて規則（案）を提示する。なお、国の公定価格が仮単価より変更となり、保育料

の見直しが必要となった場合には、平成２７年３月末までに変更する。 

 ⑵ 市民・施設への周知 

ア 対象となる施設への説明会を開催（平成２６年８月頃） 

イ ホームページにて本市の徴収基準額表（案）を掲載（平成２６年８月上旬） 

ウ 入園・入所申込書に本市の徴収基準額表（案）を掲載（平成２６年９月初旬） 

追加資料３ 
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収
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③
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⑧
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右
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①
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右
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①
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右
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯
。

3
歳
未
満
児
（
3
号
認
定
）
3
歳
以
上
児
（
2
号
認
定
）

　
新
制
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
の
徴
収
基
準
額
を
基
本
に
、
(
1
)
階
層
区
分
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
所
得
税
額
か
ら
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税
額
等
へ
変
更
、
(
2
)
保

育
標
準
時
間
と
保
育
短
時
間
に
区
分
の
う
え
、
保
育
短
時
間
は
、
保
育
標
準
時
間
の
約
9
8
.
3
％
と
な
る
、
な
ど
が
大
き
な
変
更
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
制
度
に
よ
る
保
育
所
入
所
児
童
（
２
号
・
３
号
認
定
）
の
保
護
者
負
担
額
の
イ
メ
ー
ジ

階
層
区
分

※
太
字
の
ゴ
シ
ッ
ク
は
給
付
単
価
限
度
ま
で
。

※
推
定
年
収
は
、
「
夫
婦
・
子
2
人
で
、
夫
は
フ
ル
タ
イ
ム
、
妻
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
に
よ
り
想
定
。



【
現

行
制

度
の

保
育

料
に

よ
る

月
額

負
担

】
（
円

）
【
新

制
度

に
よ

る
月

額
負

担
（
案

）
】

（
円

）

標
準

時
間

短
時

間
標

準
時

間
短

時
間

標
準

時
間

短
時

間

①
－

0
0

0
①

0
0

0
0

0
0

②
非

課
税

世
帯

～
2
6
0
万

円
0

0
0

②
非

課
税

世
帯

0
0

0
0

0
0

③
均

等
割

課
税

世
帯

6
,8

0
0

6
,6

0
0

6
,6

0
0

③
均

等
割

課
税

世
帯

6
,8

0
0

6
,7

0
0

6
,6

0
0

6
,5

0
0

6
,6

0
0

6
,5

0
0

④
所

得
割

課
税

世
帯

8
,2

0
0

7
,6

0
0

7
,6

0
0

④
所

得
割

課
税

世
帯

8
,2

0
0

8
,1

0
0

7
,6

0
0

7
,5

0
0

7
,6

0
0

7
,5

0
0

⑤
～

3
8
0
万

円
1
0
,0

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

⑤
5
8
,0

0
0
円

未
満

1
0
,0

0
0

9
,9

0
0

9
,6

0
0

9
,5

0
0

9
,6

0
0

9
,5

0
0

⑥
～

4
0
0
万

円
1
2
,8

0
0

1
2
,0

0
0

1
2
,0

0
0

⑥
6
7
,0

0
0
円

未
満

1
2
,8

0
0

1
2
,6

0
0

1
2
,0

0
0

1
1
,8

0
0

1
2
,0

0
0

1
1
,8

0
0

⑦
～

4
7
0
万

円
1
6
,4

0
0

1
5
,8

0
0

1
5
,4

0
0

⑦
9
7
,0

0
0
円

未
満

1
6
,4

0
0

1
6
,2

0
0

1
5
,8

0
0

1
5
,6

0
0

1
5
,4

0
0

1
5
,2

0
0

⑧
～

4
8
5
万

円
1
9
,6

0
0

1
8
,8

0
0

1
8
,0

0
0

⑧
1
0
3
,0

0
0
円

未
満

1
9
,6

0
0

1
9
,3

0
0

1
8
,8

0
0

1
8
,5

0
0

1
8
,0

0
0

1
7
,7

0
0

⑨
～

5
7
0
万

円
2
4
,6

0
0

2
3
,6

0
0

2
2
,4

0
0

⑨
1
4
0
,0

0
0
円

未
満

2
4
,6

0
0

2
4
,2

0
0

2
3
,6

0
0

2
3
,2

0
0

2
2
,4

0
0

2
2
,1

0
0

⑩
～

6
4
0
万

円
3
3
,0

0
0

3
1
,4

0
0

2
9
,0

0
0

⑩
1
6
9
,0

0
0
円

未
満

3
3
,0

0
0

3
2
,5

0
0

3
1
,4

0
0

3
0
,9

0
0

2
9
,0

0
0

2
8
,6

0
0

⑪
～

8
3
5
万

円
4
2
,0

0
0

3
5
,0

0
0
3
0
,2
0
0

⑪
2
5
7
,0

0
0
円

未
満

4
2
,0

0
0

4
1
,3

0
0

3
5
,0

0
0

3
4
,5

0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

⑫
～

9
3
0
万

円
5
1
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
0
,2
0
0

⑫
3
0
1
,0

0
0
円

未
満

5
1
,2

0
0

5
0
,4

0
0
3
7
,0
0
0
3
6
,4
0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

⑬
～

1
0
0
0
万

円
5
9
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
0
,2
0
0

⑬
3
3
5
,0

0
0
円

未
満

5
9
,2

0
0

5
8
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
6
,4
0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

⑭
～

1
1
3
0
万

円
6
7
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
0
,2
0
0

⑭
3
9
7
,0

0
0
円

未
満

6
7
,2

0
0

6
6
,1

0
0
3
7
,0
0
0
3
6
,4
0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

⑮
～

1
2
8
0
万

円
7
7
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
0
,2
0
0

⑮
4
7
2
,0

0
0
円

未
満

7
7
,2

0
0

7
5
,9

0
0
3
7
,0
0
0
3
6
,4
0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

⑯
1
2
8
0
万

円
～

8
7
,2

0
0
3
7
,0
0
0
3
0
,2
0
0

⑯
4
7
2
,0

0
0
円

以
上

8
7
,2

0
0

8
5
,8

0
0
3
7
,0
0
0
3
6
,4
0
0
3
0
,2
0
0
2
9
,7
0
0

※
⑤

～
⑯

：
①

を
除

き
、

前
年

分
の

所
得

税
課

税
世

帯
で

あ
っ

て
、

そ
の

所
得

税
の

区
分

が
右

の
区

分
に

該
当

す
る

　
 世

帯
。

4
歳

以
上

児
（
2
号

認
定

）

※
第

1
子

の
金

額
を

表
示

し
、

基
本

と
し

て
第

2
子

は
半

額
、

第
3
子

以
降

は
無

償
と

な
る

。

所 得 税 額 課 税 世 帯

所 得 税 額

非 課 税 世 帯

所 得 税 額 課 税 世 帯

※
②

～
④

：
①

及
び

⑤
～

⑯
を

除
き

、
前

年
度

分
の

市
民

税
の

区
分

が
右

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

。
※

②
～

⑯
：
①

を
除

き
、

市
民

税
の

区
分

が
右

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

。

2
6
2
,5

0
0
円

未
満

※
第

1
子

の
金

額
を

表
示

し
、

基
本

と
し

て
第

2
子

は
半

額
、

第
3
子

以
降

は
無

償
と

な
る

。
※

太
字

の
ゴ

シ
ッ

ク
は

給
付

単
価

限
度

額
。

市 民 税 額 所 得 割 課 税 世 帯

～
3
3
0
万

円

4
1
3
,0

0
0
円

未
満

生
活

保
護

世
帯

市 民 税 額

　
新
制
度
に
お
い
て
は
、
現
行
制
度
を
基
本
に
、
国
の
変
更
に
準
じ
て
い
ま
す
。

推
定

年
収

現
行

の
保

育
料

利
用

者
負

担
（
案

）

階
層

区
分

3
歳

未
満

児
3
歳

児
4
歳

以
上

児

3
歳

未
満

児
（
3
号

認
定

）
3
歳

児
（
2
号

認
定

）
階

層
区

分

２
　

本
市

の
徴

収
基

準
額

表
の

考
え

方

５

4
5
,0

0
0
円

未
満

4
0
,0

0
0
円

未
満

1
5
,0

0
0
円

未
満

7
,5

0
0
円

未
満

生
活

保
護

世
帯

9
8
4
,0

0
0
円

以
上

9
8
4
,0

0
0
円

未
満

7
3
4
,0

0
0
円

未
満

5
2
2
,5

0
0
円

未
満

市 民 税 額

所 得 税 額

非 課 税 世 帯

1
0
3
,0

0
0
円

未
満

7
5
,0

0
0
円

未
満

※
太

字
の

ゴ
シ

ッ
ク

は
保

育
単

価
限

度
額

。
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子ども・子育て支援新制度に伴う延長保育のあり方について（案） 

 

１ 概要 

平成 27 年 4 月から施行される子ども・子育て支援新制度（以下、新制度）の開始に

より、「保育標準時間（最長 11 時間）」利用と「保育短時間（最長 8 時間）」利用に区分

されます。これに伴い、各々の延長保育時間が異なることから、新制度における本市の

延長保育料についてのあり方や方針について定めていくものです。 

 

２ 現行の延長保育料について 

「吹田市使用料・手数料及び自己負担金に関する基本方針」に基づき、受益と負担の

公平性の確保の観点から、サービス提供に要するコストを基礎として、サービ

スを利用する人と利用しない人の公平を図るため、そのコストの一部を料金化

することを基本として、平成 25 年度より延長保育料として徴収を開始しました。 

また、保護者の労働時間及び通勤時間やその他家庭の状況等を考慮したうえ

で、府内他市のいずれにおいても、公立保育所の延長保育料の対象は 11 時間を

越える時間を対象としていることから、本市でも開所時間 12 時間のうち、11

時間を越える時間帯を延長保育料の対象としています。 

利用時間帯 月額利用 1 回（スポット）利用 

午前７時～午前７時３０分 ２，６００円／月 ２００円／回 

午後６時３０分～午後７時 ２，６００円／月 ２００円／回 

午前７時～午前７時３０分 

午後６時３０分～午後７時 
５，２００円／月 ４００円／回 

◎延長保育料の減免  Ａ階層、Ｂ階層については免除としています。 

 

３ 新制度における延長保育料について 

⑴ 「保育標準時間」利用 

  基本となる保育時間は最長 11 時間であることから、現行の設定と差異はないため、同

様の徴収を継続します。 

⑵ 「保育短時間」利用 

  ア 延長保育時間 

   吹田市立保育所条例施行規則第 3 条で、保育時間は午前 9 時から午後 5 時までと規

定しているため、この 8 時間を越える時間帯を延長保育とします。 

  イ 延長保育に係る経費 

   現行の11時間を越える時間帯は引続き延長保育料の対象として徴収します。 

 

 

 

 

 
 

 

延長保育を含む開所時間（12 時間） 

延
長
保
育
料 

対
象

（30
分
） 

 

 

（11 時間） 

 
基本保育時間（8 時間） 

7:00 7:30     9:00 17:00   18:30 19:00 

延
長
保
育
料 

対
象

（30
分
） 

新たに延長

保育の対象 

(1 時間 30 分) 

新たに延長

保育の対象 

(1 時間 30 分) 
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⑶ 「保育短時間」利用における延長保育料徴収 

  ア 保育時間の設定 

   前述したとおり、保育時間を午前 9 時から午後 5 時までとします。 

  イ 低所得者層への配慮 

「保育短時間」利用は、パートタイム就労や求職中の保護者であり、保護者の就労

状況等により保育を必要とする 8 時間の時間帯が異なります。そのため、新たに延長

保育料を徴収することで「保育標準時間」利用の保育料より高い保育料を徴収するこ

とにならないように配慮します。 

ウ 事務の効率化 

   「保育短時間」利用における延長保育は、「保育標準時間」利用の児童を保育中の時

間帯であることを考慮しつつ、保育に支障なく時間の確認作業を行える設定とします。 

 

 

以上のことから、「吹田市使用料・手数料及び自己負担金に関する基本方針」に基

づき、受益と負担の公平性の確保の観点から、「保育短時間」利用の 8 時間を越

えて 11 時間以内の延長保育料を新たに徴収します。ただし、「保育標準時間」

利用の保育料を上限とします。 

延長保育料はサービス提供に要するコストや事務効率を総合的に考慮して、1

回につき 200 円とします。（「保育短時間」と「保育標準時間」の保育料の差は最高

1,483 円のため、最大で、月に 8 回以上の利用で上限となります。） 

 

 

★「保育短時間」利用における延長保育料 

利用時間帯 月額利用 1 回（スポット）利用 

午前７時～午前７時３０分 ２，６００円／月 ２００円／回 

午前７時３０分～午前９時 「保育標準時間」利用

の保育料との差金／月 

２００円／回（注１） 

午後５時～午後６時３０分 ２００円／回（注１） 

午後６時３０分～午後７時 ２，６００円／月 ２００円／回 

午前７時～午前７時３０分 

午後６時３０分～午後７時 
５，２００円／月 ４００円／回 

注１ 月あたりの利用において、「保育標準時間」利用の保育料を超えるときは、 

その保育料の額を上限として徴収します。 

注２ Ａ階層、Ｂ階層については免除とします。 

 

 


